
 

 

 

特定非営利活動法人の設立の認証について 

 

 

 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき、次のとおり特定非営利活動法人の設立を

認証した。これにより本県の認証団体数は３５３団体となる。 

 

１ 認証年月日 

  令和２年９月１７日 

 

２ 認証団体の概要 

名   称  ＮＰＯ法人ＡＯ（エヌピーオーホウジンアオ） 

代 表 者  髙田 暁香莉 

事 務 所  金沢市直江町イ４番地２（英ビル・401号） 

目   的  この法人は、地域住民に対して、スポーツの振興に関する事業を行

い、明るく豊かで住みよいまちづくりを推進し、子どもたちをはじめ

地域住民の健全育成に寄与し、地域の活性化や、より良い社会生活の

実現に貢献することを目的とする。 

 

 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ８ 日 

県 民 交 流 課  担 当 ： 山 腰  

外 線  0 7 6 - 2 2 3 - 9 5 5 8 



 

 

 

特定非営利活動法人の設立の認証について 

 

 

 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき、次のとおり特定非営利活動法人の設立を

認証した。これにより本県の認証団体数は３５４団体となる。 

 

１ 認証年月日 

  令和２年９月１７日 

 

２ 認証団体の概要 

名   称  ＮＰＯ法人ＣＹＨ（エヌピーオーホウジンシーワイエイチ） 

代 表 者  髙田 治吉 

事 務 所  金沢市直江町イ４番地２（英ビル・302号） 

目   的  この法人は、地域住民に対して、スポーツの振興に関する事業を行

い、明るく豊かで住みよいまちづくりを推進し、子どもたちをはじめ

地域住民の健全育成に寄与し、地域の活性化や、より良い社会生活の

実現に貢献することを目的とする。 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ８ 日 

県 民 交 流 課  担 当 ： 山 腰 

外 線  0 7 6 - 2 2 3 - 9 5 5 8 



 

 

 

特定非営利活動法人の設立の認証について 

 

 

 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき、次のとおり特定非営利活動法人の設立を

認証した。これにより本県の認証団体数は３５５団体となる。 

 

１ 認証年月日 

  令和２年９月１７日 

 

２ 認証団体の概要 

名   称  ＮＰＯ法人Ｚｅｎ（エヌピーオーホウジンゼン） 

代 表 者  髙田 敬子 

事 務 所  金沢市直江町イ４番地２（英ビル・402号） 

目   的  この法人は、地域住民に対して、スポーツの振興に関する事業を行

い、明るく豊かで住みよいまちづくりを推進し、子どもたちをはじめ

地域住民の健全育成に寄与し、地域の活性化や、より良い社会生活の

実現に貢献することを目的とする。 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ８ 日 

県 民 交 流 課  担 当 ： 山 腰 

外 線  0 7 6 - 2 2 3 - 9 5 5 8 



 

 

 

特定非営利活動法人の設立の認証について 

 

 

 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき、次のとおり特定非営利活動法人の設立を

認証した。これにより本県の認証団体数は３５６団体となる。 

 

１ 認証年月日 

  令和２年９月１７日 

２ 認証団体の概要 

・名   称  特定非営利活動法人第一児童クラブ 

・代 表 者  北川 辰夫 

・事 務 所  小松市白江町ハ７３番地１ 

・目   的   

この法人は、就労等により昼間家庭に保護者がいない、小学校に就学している児童に

対して、放課後や春・夏・冬休み等の休校日における児童の安全な生活の場を確保し、

適切な遊びや支援を行うなどの学童保育に関する事業を行い、児童の健全育成に寄与す

ることを目的とする。 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ８ 日 

県 民 交 流 課  担 当 ： 山 腰 

外 線  0 7 6 - 2 2 3 - 9 5 5 8 



 

 

 

特定非営利活動法人の設立の認証について 

 

 

 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき、次のとおり特定非営利活動法人の設立を

認証した。これにより本県の認証団体数は３５７団体となる。 

 

１ 認証年月日 

  令和２年９月１７日 

２ 認証団体の概要 

・名   称  特定非営利活動法人Ｖ＆Ｈのと 

・代 表 者  中村 勲 

・事 務 所  金沢市東長江町伊１番地５０ 

・目   的   

この法人は、日本国内各地域に対して、文化芸術を通して地域再生、活性化を図るこ

と、および海外との交流を促進して国際化の推進に関する事業を行い、能登の活性化に

寄与することを目的とする。 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ８ 日 

県 民 交 流 課  担 当 ： 山 腰 

外 線  0 7 6 - 2 2 3 - 9 5 5 8 


